
２．判決要旨

 特許権侵害差止等請求控訴事件（控訴人：（株）リコー VS. 被控訴人（株）ディエスジャパン、（株）ディエスロジコ、（株）奥美濃プロデュース）
 ＜結論＞ 原判決変更
 ＜概要＞ 使用済みトナーカートリッジにトナーを再充填して製造・販売するリサイクル事業者に対して，特許権（第4886084号、第5780375号、第5780376号）の侵害に当たる旨主
張して差止め等を請求した事件の控訴審。原審では，被告製品は本件各特許に係る発明の技術的範囲に属するが，特許権者の各請求は独占禁止法と抵触し，権利の濫用に当
たり許されないとして棄却した。控訴審では一転して，特許権者の各請求は独占禁止法に抵触するものではなく，権利の濫用に当たるとは認められないと判断された事例。

＜事案の概要＞

特許権者のレーザープリンタにリサイクルトナー製品を装着すると，トナーの残量表示が「？」と表示される一方，印刷は可能。また，リサイクル品を装着した場合，トナー残量が
減った際に，純正品を装着した場合には表示される予告表示（「トナーがもうすぐなくなります」等）は出ないが，トナー切れ表示はされる。純正品に使用されている情報記憶装置（ＩＣ
チップのメモリ）には書換制限措置が講じられており，リサイクル事業者は，トナーの残量表示を可能とするような書換ができない状態でリサイクルトナー製品を販売していた。
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